
◎大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律 
（令和五年一二月一三日法律第八四号）   

一、 提案理由（令和五年一一月八日・衆議院厚生労働委員会） 

○武見国務大臣 ただいま議題となりました大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の

一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたしま

す。 

 大麻草から製造された医薬品は、医療上の有用性が認められるものの、現在、その施

用等が大麻取締法により禁止されており、当該医薬品について治療に用いることを可能

にする必要があります。一方、近年、若年層を中心に大麻事犯が増加傾向にある中、大

麻等の不正な施用に対して禁止規定及び罰則が設けられていないことが大麻の濫用を助

長しているとの調査結果もあり、早急に対策を講じることが重要です。 

 こうした状況等を踏まえ、大麻草の医療や産業における適正な利用を図るとともに、

その濫用による保健衛生上の危害の発生を防止することを目的として、この法律案を提

出いたしました。 

 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。 

 第一に、大麻から製造された医薬品の施用等を禁止する規定を削除するとともに、大

麻等を麻薬及び向精神薬取締法における麻薬として位置づけることで、大麻草から製造

された医薬品の施用等を可能といたします。 

 第二に、大麻等の不正な施用について、他の規制薬物と同様に、麻薬として禁止規定

及び罰則を適用するとともに、大麻草由来製品に微量に残留する有害成分の残留限度値

を設けること等により、大麻の濫用による保健衛生上の危害の発生を防止します。 

 第三に、大麻草の栽培に係る免許制度を見直し、大麻草由来製品の原材料を採取する

目的で大麻草を栽培する者は都道府県知事の免許を、医薬品の原料を採取する目的又は

研究を行う目的で大麻草を栽培する者は厚生労働大臣の免許を、それぞれ受けなければ

ならないこととします。 

 また、大麻草由来製品の原材料を採取する目的で大麻草を栽培する場合には、有害成

分が基準値以下の大麻草から採取した種子等を利用して栽培しなければならないことと

するなど、所要の規制を設けることとします。 

 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を

超えない範囲内において政令で定める日としています。 

 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。 

 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。 

二、衆議院厚生労働委員長報告（令和五年一一月一四日） 

○田畑裕明君 ただいま議題となりました大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一

部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申

し上げます。 



 本案は、医療及び産業の分野における大麻の適正な利用を図るとともに、その濫用に

よる保健衛生上の危害の発生を防止するため、所要の措置を講じようとするもので、そ

の主な内容は、 

 第一に、大麻取締法において、大麻から製造された医薬品の施用等を禁止する規定を

削除するとともに、大麻等を麻薬及び向精神薬取締法における麻薬として位置づけるこ

とで、大麻草から製造された医薬品の施用等を可能とすること、 

 第二に、大麻等の不正な施用について、他の規制薬物と同様に、麻薬として禁止規定

及び罰則を適用するとともに、大麻草由来製品に微量に残留する有害成分の残留限度値

を設けること等により、大麻の濫用による保健衛生上の危害の発生を防止すること、 

 第三に、大麻草由来製品の原材料を採取する目的で大麻草を栽培する者は都道府県知

事の免許を、医薬品の原料を採取する目的又は研究を行う目的で大麻草を栽培する者は

厚生労働大臣の免許を、それぞれ受けなければならないこととすること 

等であります。 

 本案は、去る十一月七日本委員会に付託され、翌八日武見厚生労働大臣から趣旨の説

明を聴取いたしました。十日に質疑を行うとともに、参考人から意見を聴取し、同日質

疑を終局いたしました。次いで、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のと

おり可決すべきものと議決した次第であります。 

 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和五年一一月一〇日） 

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

一 各国において難治性てんかん治療薬として承認されている大麻から製造された医薬

品について、我が国において薬事承認を受けた場合に備えて、その製造や施用が適切

に行われるよう、免許制度等の流通管理の具体的仕組みを適切に運用すること。 

二 今般の大麻から製造された難治性てんかん治療薬の処方については、今後の承認審

査において、研修の受講等の一定の資格を満たす医師が行う等の要件の必要性につい

て検討すること。また、小児のてんかん患者に関して、発作時の介助、急な発作に備

えた生活環境整備等についての患者本人や家族への支援を検討すること。 

三 第一種大麻草採取栽培者が大麻草の栽培に用いる種子等のテトラヒドロカンナビノ

ールの含有量の基準や濫用による保健衛生上の危害が発生しない量として定めるテト

ラヒドロカンナビノールの製品中の残留限度値については、米国や欧州の基準等を参

考に合理的なものとすること。 

四 テトラヒドロカンナビノールの残留限度値を担保するため、その検査法や検査体制

については、明確かつ実効性があり、事業者による対応が可能なものとすること。 

五 カンナビジオールを使用した製品について、安眠等の機能を過度に強調した広告で

消費者が惑わされることのないよう、監視指導を行うこと。 



六 大麻草を活用した産業の育成を図る場合には、関係省庁が連携して進めるようにす

ること。 

七 大麻の不正な施用に対する罰則について、大麻不正施用者が一層周囲の者に相談し

づらくなり、その孤立を深め、偏見を助長するおそれがあるとの指摘があることを踏

まえ、大麻不正施用者に教育プログラムや治療プログラム、就労支援プログラム等へ

の参加等を推進する仕組みの導入、大麻不正施用者が安心して相談できる体制整備等

について検討すること。また、大麻不正施用罪の検挙・立証に必要な証拠の研究等の

適正な取締りを実施するための方法を検討すること。 

八 大麻乱用者その他の薬物事犯者の薬物再乱用の防止のため、保護観察期間中におけ

る治療・支援につながるための働きかけの強化、保護観察期間満了後や満期釈放後の

自発的な地域における治療・支援につながることができる取組の実施、保護観察の付

かない執行猶予者や起訴猶予者に対する治療・支援等について、薬物事犯者に対する

長期的な支援を目指して関係機関が連携しながら総合的な取組がなされるよう検討す

ること。 

九 大麻に有害性はない、健康に良いなどといった誤った情報が氾濫し、若年者の大麻

事犯が増加し続けている現状に鑑み、大麻の乱用について開始時期が早く、使用量が

多く、乱用期間が長いほど依存症となるリスクが高まること等科学的根拠に基づいた

大麻の有害性に関する正確な情報を取りまとめ、必要以上に薬物使用の恐怖を煽るこ

となく、若年者の視点を生かしながら、教育の現場等における分かりやすい乱用防止

のための広報啓発活動等に取り組むこと。 

十 我が国の薬物乱用対策は、違法薬物に手を出さない一次予防に重きが置かれた結果、

薬物依存症者に対する差別を助長しているのではないかとの指摘があることを踏まえ、

今後の対策に当たっては、一次予防のみならず、違法薬物を使用してしまった者の早

期発見及び早期介入並びに早期治療を行う二次予防、薬物依存症者に対する再発防止

や社会復帰等を支援する三次予防についても配慮して実施すること。 

三、参議院厚生労働委員長報告（令和五年一二月六日） 

○比嘉奈津美君 ただいま議題となりました法律案につきまして、厚生労働委員会にお

ける審査の経過と結果の御報告を申し上げます。 

 本法律案は、医療及び産業の分野における大麻の適正な利用を図るとともに、その濫

用による保健衛生上の危害の発生を防止するため、大麻草から製造された医薬品の施用

を可能とするとともに、有害な大麻草由来成分の規制、大麻の施用等の禁止、大麻草の

栽培に関する規制に関する規定の整備等の措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、大麻草から製造された医薬品の適正な施用の確保策、大麻等

の不正な施用に罰則を適用する理由、今後の薬物依存症対策の在り方等について質疑を

行うとともに、参考人より意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によって御承

知願います。 



 質疑を終局しましたところ、れいわ新選組を代表しまして天畠大輔委員より、麻薬及

び向精神薬取締法の麻薬の施用罪及びその前提となる禁止規定の対象から大麻等を除く

こと等を内容とする修正案が提出されました。 

 次いで、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して倉林明子委員より修正案に

賛成、原案に反対、れいわ新選組を代表して天畠大輔委員より修正案に賛成、原案に反

対の旨の意見がそれぞれ述べられました。 

 討論を終局し、順次採決の結果、修正案は否決され、本法律案は多数をもって原案ど

おり可決すべきものと決定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和五年一二月五日） 

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

一、各国において難治性てんかん治療薬として承認されている大麻から製造された医薬

品について、我が国において薬事承認を受けた場合に備えて、その製造や施用が適切

に行われるよう、免許制度等の流通管理の具体的仕組みを適切に運用すること。 

二、小児のてんかん患者に関して、発作時の介助、急な発作に備えた生活環境整備等に

ついての患者本人や家族への支援を検討すること。 

三、第一種大麻草採取栽培者が大麻草の栽培に用いる種子等のテトラヒドロカンナビノ

ールの含有量の基準や濫用による保健衛生上の危害が発生しない量として定めるテト

ラヒドロカンナビノールの製品中の残留限度値については、米国や欧州の基準等を参

考に合理的なものとすること。 

四、テトラヒドロカンナビノールの残留限度値を担保するため、その検査法や検査体制

については、明確かつ実効性があり、事業者による対応が可能なものとすること。 

五、カンナビジオールを使用した製品について、安眠等の機能を過度に強調した広告で

消費者が惑わされることのないよう、監視指導を行うこと。 

六、大麻草を活用した産業の育成を図る場合には、関係省庁が連携して進めるようにす

ること。 

七、大麻の不正な施用に対する罰則の適用について、不正施用の背景には社会的孤立等

の事情が多く見られ、犯罪者として差別されることで不正施用について周囲の者に一

層相談しづらくなる旨の指摘があること、必ずしも知識不足ではなく人間関係のプレ

ッシャーから拒否できずに薬物使用に至ることもあること等の指摘があることを踏ま

え、教育プログラム、治療プログラム、就労支援プログラム等への自発的な参加等を

促し、大麻不正施用者が安心して相談できる体制整備等について検討すること。また、

大麻不正施用罪の検挙・立証に必要な証拠の研究等の適正な取締りを実施するための

方法を検討すること。 

八、大麻乱用者その他の薬物事犯者の薬物再乱用の防止のため、保護観察期間中におけ



る治療・支援につながるための働きかけの強化、保護観察期間満了後や満期釈放後の

自発的な地域における治療・支援につながることができる取組の実施、保護観察の付

かない執行猶予者や起訴猶予者に対する治療・支援等について、薬物事犯者に対する

長期的な支援を目指して関係機関が連携しながら総合的な取組がなされるよう検討す

ること。 

九、大麻の乱用については、科学的根拠に基づいた大麻の有害性に関する正確な情報を

取りまとめ、周知を図るとともに、若年者の視点を生かしながら、教育の現場等にお

ける分かりやすい乱用防止のための広報啓発活動等に取り組むこと。 

十、我が国の薬物乱用対策は、違法薬物に手を出さない一次予防に重きが置かれた結果、

薬物依存症者に対する差別を助長しているのではないかとの指摘があることを踏まえ、

今後の対策に当たっては、一次予防のみならず、違法薬物を使用してしまった者の早

期発見及び早期介入並びに早期治療を行う二次予防、薬物依存症者に対する再発防止

や社会復帰等を支援する三次予防についても配慮して実施すること。また、啓発が薬

物依存症者への偏見を助長し、本人やその家族の孤立を招いているとの指摘があるこ

とを踏まえ、これらの者に配慮した啓発方法の検討を行うこと。 

十一、本改正に当たっては、大麻を不正に施用した若者等を治療や回復、更生につなげ

るとの考え方も踏まえた法運用を行うこと。この際、社会復帰の妨げとなることへの

懸念も踏まえて関係機関は適切に対応すること。 

十二、医療機関・相談支援機関・大学等教育機関には、違法薬物の使用等に関する相談

について、守秘義務等があることを前提に、本人やその家族等が、直ちに捜査機関に

通報されるといった不安を抱くことなく安心して相談できるよう、引き続き利用しや

すい相談支援体制が整備拡充されるよう周知すること。また、薬物依存症の治療や違

法薬物の使用等に関して相談できる機関を分かりやすい形で幅広く周知すること。 

十三、麻薬中毒者届出制度については、平成二十九年度及び平成三十年度厚生労働科学

研究費補助金（障害者政策総合研究事業（精神障害分野））「精神科救急および急性期

医療の質向上に関する政策研究」における分担研究「精神科救急及び急性期医療にお

ける薬物乱用および依存症診療の標準化と専門医療連携に関する研究」の研究成果に

示されている「麻薬中毒」の定義の曖昧さ、治療アクセスの阻害、過剰な人権侵害が

生じる危険及び薬物乱用の実態との乖離といった問題点があることに加え、医療関係

者にほとんど知られておらず、届出件数も少ないことに鑑み、同制度の廃止を検討す

ること。 

 右決議する。 


